
         

 

 

 

 

 

 

 
     

 

橘北地区まちづくり委員会 

委員長 田中 正俊   

  普通救命講習は呼吸や心臓が止まったときに必要な「心肺蘇生法」と 

「ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使い方」を学ぶための３時間の講習です。 

受講者には小田原市消防長より「修了証」が発行されます。 
 

日時：２月２日(土曜日) 午後６時００分～午後９時００分 

場所：川東タウンセンターマロニエ３階 集会室３０１ 

指導：小田原市応急手当普及員（応急手当勉強会） 

     応急手当普及員が、親切丁寧に指導いたします。 

対象者：中学生以上の方（橘北地区の方優先） 

定員：申し込み先着順２０名 

受付：１月１５日までに申し込みが必要です。 

050-3569-7174または 

FAX050-3319-1171か 911m.tanaka@gmail.comまで  

修了証発行のため氏名、住所、生年月日が必要です。 

（修了証は後日郵送となります） 
 

     
                                        

 

 

協力：市民活動団体応急手当勉強会 


